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Ⅰ　団体の概要
（令和4年4⽉1⽇現在）

Ⅱ　点検評価（団体の必要性）

１ 団体の設⽴⽬的（定款）

２ 団体が果すべき使命・役割

３ 団体を取り巻く環境

点検評価表（外郭団体）

団　　体　　名 静岡県住宅供給公社
所　　在　　地 静岡市葵区追手町9番18号 設⽴年⽉⽇ 昭和40年11⽉1⽇
代　　表　　者 理事⻑　　⽮野　弘典 県 所 管 課 くらし・環境部住まいづくり課

運営する施設

・静岡県営住宅（141団地　14,247⼾）【管理代⾏】
・市町営住宅等（7市町　100団地　4,934⼾）【管理代⾏等】
・都市再⽣機構住宅（県内4団地 692⼾）【管理受託】
・富厚⾥団地簡易⽔道施設、⾜久保団地下⽔道施設【管理運営】

団体ホームページ  http://www.sjkk.or.jp

出資者 出資額（千円） ⽐率（％） 役職員の状況（人）
静岡県 10,000 66.7  常勤役員  1  常勤職員  49 
静岡市 2,000 13.3  うち県OB  1  うち県OB  - 
浜松市 2,000 13.3  うち県派遣  -  うち県派遣  - 
沼津市 1,000 6.7  非常勤役員  5  非常勤職員  17 

基本財産（資本⾦） 計 15,000 100.0 役員 計  6 職員 計  66 

区　分 内　　　　容

設⽴に係る根拠法令等 地⽅住宅供給公社法

団体の沿革

昭和28年10⽉　前⾝である(財)静岡県住宅公社設⽴
昭和40年  6⽉　地⽅住宅供給公社法が公布・施⾏
昭和40年11⽉　静岡県住宅供給公社設⽴　(財)静岡県住宅公社の住
宅・宅地供給部⾨を引き継ぐ

住宅を必要とする勤労者に対し、住宅の積⽴分譲等の⽅法により居住環境の良好な集団住宅及び
その⽤に供する宅地を供給し、もつて住⺠の⽣活の安定と社会福祉の増進に寄与することを⽬的とす
る。

・主要事業である県営住宅など公営住宅等の管理を通じ住宅セーフティネットの⼀翼を担い、住宅⾏
政の補完機関としての機能を果たす。
・県営住宅に加え市町営住宅の管理を⾏うことにより、公営住宅等管理における県全体の効率化・最
適化に取り組む。

団体を取り巻く社会経
済環境の変化や新た
な県⺠ニーズ

　⺠間住宅市場の成熟化や、少⼦⾼齢化の進展による人⼝減少社会の到
来などの社会状況を背景として、住宅や宅地の新規供給に関して公社の役割
は終えた。⼀⽅で、公営住宅を中⼼にセーフティネットとしての住宅確保につい
ては、⾼い社会的ニーズがある。
　公社が主要業務と位置付ける公営住宅管理においては、増加が著しい⾼齢
者や外国人⼊居者に対する⽀援の推進や、県全体の効率化・最適化を図る
ことが期待されている。

⾏政施策と団体活動
と の 関 係 （ 役 割 分
担）

　県は、県営住宅の整備や、家賃決定・調定、家賃滞納者に係る法的措置
等、管理の総括を担う⼀⽅で、公社は、⼊居決定や同居承認など県の権限
の⼀部を代⾏する事務をはじめ、⼊居者募集、滞納整理、住宅修繕、点検
業務等、幅広く県営住宅の管理を代⾏することにより、住宅⾏政を代替・補完
する公益性の⾼い役割を担っている。

⺠間企業や他の団体
と の 関 係 （ 役 割 分
担）

　県営住宅及び市町営住宅等について、主として県・市町の権限の⼀部（⼊
居者決定等）を代⾏する「管理代⾏制度」により管理を受託しているが、管
理代⾏を⾏う資格を有するのは地⽅公共団体及び住宅供給公社に限定され
ている。（公営住宅法第47条）

http://www.sjkk.or.jp


４ 事業概要

５ 事業成果指標

（単位︓千円 ）
区分 事業名 事業概要 R3 決算 R4 予算

合　　　計 2,412,139 2,480,723

⽬標（上段）及び実績（下段）

評価
92.00% 92.50% 92.50% 92.5％以上

91.98% 91.30% 91.50% （R4）

12 12 12 12

13 コロナ禍により中止 コロナ禍により中止 （R4）
※評価　…　Ａ︓⽬標達成　　Ｂ︓⽬標未達成　　Ｃ︓⽬標未達成（乖離⼤）

県委
託

県営住宅管理事
業

県営住宅の管理、修繕、滞納整理業務を受託 1,886,200 1,940,236

市町
委託

市町営住宅管理
事業

市町営住宅等の管理、修繕等を受託 385,018 390,971

その他
委託

都市再⽣機構住
宅管理事業

都市再⽣機構（UR）が所有する住宅の管理、
修繕、滞納整理等業務を受託

99,640 109,430

自主
事業

定期借地権付土
地管理事業

過去に実施した定期借地権付分譲宅地の地代
回収業務（令和35年度完了予定）

10,598 10,626

自主
事業

割賦債権管理事
業

過去に公社が建設した建物代⾦の回収業務  
（令和17年度完了予定）

11,644 10,406

自主
事業

その他の事業 災害型飲料自動販売機の設置、引越斡旋サービ
ス、⾼齢者⽀援等事業の実施

751 707

自主
事業

簡易⽔道等事業 過去に公社が建設した2団地の簡易⽔道及び下
⽔道施設の管理業務

18,288 18,347

指標の名称（単位） ⽬標値
（年度）R1 R2 R3

県営住宅の⼊居率（翌年度4⽉
1⽇現在）（％） B

⾼齢者⽀援事業(県営住宅等に
おける⾼齢者ふれあい⽣活⽀援
事業)実施団地数(か所)

－



６ 事業成果の総括評価

※判定欄　…　○︓良好　　△︓改善を要する　　×︓抜本的な改革が必要

団体の自己評価 県所管課による評価
判定 評価 判定 評価
○ 　事業成果指標2項⽬のうち、R3年度の県

営住宅⼊居率は⽬標を1.0ポイント下回っ
た。⼊居募集情報の効果的な広報による県
⺠への周知など⼊居率向上を図ることが課
題である。
　⾼齢者⽀援事業(県営住宅等における⾼
齢者ふれあい⽣活⽀援事業)は、新型コロナ
ウイルス感染拡⼤の影響で実施することがで
きなかった。それに代わる取組として、80歳以
上の単⾝⼊居者を対象にした電話による声
かけ運動「お元気ですかコール」を1,203名
に実施したほか、非接触型温度計を9団地
自治会へ贈呈した。
　外国人⼊居者⽀援としては、令和元年度
に開催した県多文化共⽣総合相談センター
と協働した防災講座等をコロナ禍により開催
することができなかった。それに代わる取組み
として、スマートフォンを活⽤した遠隔での外
国人向け⼊居説明会の実施、地域防災訓
練の参加者への通訳⽀援、国際交流協会
等が実施する外国人相談会の案内等の⽀
援を⾏った。
　県営住宅、都市再⽣機構住宅の管理運
営を引き続き適確に実施するとともに、⼊居
者の⾼齢化問題に対応するため、「⾼齢者
テレフォン安⼼サービス」による安否確認、団
体・企業等26者との協働による「⾼齢者⾒
守りネットワーク」の構築などに取り組み、県
⺠の福祉向上に寄与した。
　なお、平成29年度から掛川市、袋井市、
平成30年度から⼩⼭町、令和2年度から島
⽥市、富⼠市、焼津市、令和3年度から御
殿場市の市町営住宅等の管理を受託し、
公営住宅管理における県全体の効率化、
最適化を図っている。

○ 　県営住宅の⼊居率は、僅かながら⽬標に
達していないことから、毎⽉募集の実施や効
果的な広報に努める等、引き続き⼊居率向
上に取り組む必要がある。
　⾼齢者⽀援事業（⾼齢者を対象とした講
演会等の開催）が２年間中止となったこと
に関しては、⾼齢者への新型コロナウイルス
感染予防の徹底を図るためのものであり、や
むを得ないと考えられる。しかしながら、公社
は電話による⾼齢への声かけの実施、非接
触型温度計の贈呈など、コロナ禍に対応した
代替事業をフレキシブルに実施し、⾼齢者の
安⼼・安全な⽣活を⽀援した点は⾼く評価
してよい。
　指標である「⾼齢者ふれあい⽣活⽀援事
業」の実施にとどまらず、これまで培ったノウハ
ウを活かし、⾼齢者・外国人等に対する
様々な手厚いサービスを実施しており、県営
住宅を始め、市町営住宅や都市再⽣機構
住宅等の⼊居者に対するサービス向上が図
られていると認められる。



７ 団体の必要性の評価

※判定欄　…　○︓良好　　△︓改善を要する　　×︓抜本的な改革が必要

８ 団体改⾰の進捗状況（過去の⾏政経営推進委員会からの意⾒への対応状況）

団体の自己評価 県所管課による評価
判定 評価 判定 評価
○ 　時代の変遷に合わせ平成14年度からは

新規分譲事業を廃止し、現在は県営住宅
の受託管理などを中⼼とした業務形態に移
⾏しているが、これまでのノウハウを活かし適
確かつ効率的な管理を⾏うなど、住宅⾏政
における代替補完機関としての機能を発揮
している。
　なお、県・市町の権限の⼀部(⼊居者決
定等)を代⾏する「管理代⾏制度」により県
営住宅及び市町営住宅の管理を受託して
いる。管理代⾏を⾏えるのは地⽅公共団体
及び住宅供給公社に限定されている。(公
営住宅法第47条)

○ 　公社は時代の変遷とともに、勤労者に対す
る住宅・宅地の供給という設⽴当初の役割
を⾒直し、現在は、県の権限の⼀部(⼊居
者決定等）を代⾏する「管理代⾏制度」に
よる県営住宅の管理など、県の住宅⾏政を
代替・補完する公益性の⾼い役割を担って
いる。
　平成29年度からは市町からの受託により
市町営住宅の管理を開始し、令和３年度
には新たに御殿場市営住宅の管理を受託
し、７市町に受託を拡⼤している。今後も、
適切な範囲で受託を拡⼤していくこととしてお
り、公営住宅管理の県全体の効率化・最適
化を図ることを念頭に置けば、受け⽫となり
得る団体は、当該公社のみである。

対応状況
団体記載 県所管課記載

県内の住宅の供給状況に応
じた⾒直しを継続

○ 　住宅・宅地の新規供給に係
る事業は役割を終えた清算事
業として縮⼩・廃止の⽅針で、
県営住宅等の受託管理を中
⼼とする業務形態に移⾏して
いる。

○ 　清算事業と主要事業を整理
し、今後も安定的な経営が継
続できるよう、中⻑期計画にも
盛り込んでいる。

滞納対策についての強化 ○ 　県委託により徴収嘱託員15
人、補助事務員1人を雇⽤
し、滞納者への督促・納⼊指
導（令和3年度臨宅11,873
件、面接5,478件）を実施。
　家賃滞納額は平成23年度
から減少に転じ、令和3年度
は157,949千円と、令和2年
度に⽐べ5,464千円減少し
た。

○ 　徴収嘱託員が県職員と連
携して初期滞納者を中⼼とし
た滞納整理を実施し、平成
23年度以降の滞納額の減少
に⼤きく寄与している。

⾏政経営推進委員会意⾒
（経営健全性に係る意⾒を除く）



※○︓対応済　　△︓対応中　　×︓未対応

市町事業の受託等による県・
市町通じた効率化の推進

○ 　平成29年度から掛川市、袋
井市、平成30年度から⼩⼭
町、令和2年度から島⽥市、
富⼠市、焼津市、令和3年度
から御殿場市の市町営住宅
管理業務の受託を開始した。
引き続き、市町営住宅の管理
拡⼤を進め、県全体の効率
化、最適化に取り組む。

○ 　県営住宅管理を通して構築
された組織体制を活かし、ス
ケールメリットが発揮されるよう
適正な範囲で管理受託を進
めている。今後も、市町からの
新規管理受託が期待できる。

⾼齢者福祉部⾨などと連携 ○ 　⾼齢者テレフォン安⼼サービ
ス(安否確認)のほか、平成26
年度から県・市町の福祉部
局、地域包括⽀援センター、
警察署等と連携し、⾼齢者ふ
れあい⽣活⽀援事業(講座、
相談会を開催)を開始、平成
27年度から新聞配達、電気・
ガス事業者など26事業者と
「⾼齢者を⾒守る協定」を締
結し、県営住宅等⼊居者の
異変を公社に連絡する体制を
整備。
　また独自事業として、⾼齢者
の健康管理や引きこもり防止・
居場所づくりのため、血圧測定
運動(H27〜)、ミニ図書館の
設置(H29〜)、集会所への
⾞椅⼦贈呈(H30〜)を⾏うと
ともに、コンビニ移動販売の取
り次ぎ(H29〜)を⾏い、買い
物難⺠となりつつある⾼齢⼊
居者⽀援に取り組んでいる。
　令和3年度はコロナ禍により
集会所を利⽤する⾼齢者ふれ
あい講座等の事業実施が困
難となったため、令和2年度に
引き続き、80歳以上の単⾝
⼊居者を対象とした声かけ運
動「お元気ですがコール」の実
施、非接触型温度計の団地
自治会への贈呈等の取組を
展開している。

○ 　⾏政の福祉担当部局や地
域包括⽀援センター等との連
携により各種事業を実施する
ほか、⺠間事業者と「⾼齢者
を⾒守る」協定を締結する等、
⾼齢者の孤⽴化防止と安⼼
して暮らせる環境づくりに寄与
している。
　さらに、独自事業として、血
圧測定運動やミニ図書館の設
置などに取り組むなど、これまで
培ったノウハウを活かして、⾼齢
者に対する⽀援の推進に努め
ている。



Ⅲ　点検評価（経営の健全性）

１ 財務状況

 単年度収⽀　　　
 経常損益

 事業収益

 事業外収益

 特別収益

 収⼊計
 事業費⽤

 事業外費⽤
 特別損失
 ⽀出計

（ 単位︓千円 ）

評価
(d-h) 46,409 113,300 189,854 A

(a+b-e-f) 47,360 114,700 189,924 A
公益⽬的事業会計 - - - ―
収益事業等会計 - - - ―
法人会計 - - - ―

 剰余⾦ 1,425,872 1,539,172 1,729,026 A

※評価　…　Ａ︓プラス　　Ｂ︓特別な要因によるマイナス　　Ｃ︓マイナス

主な増減理由等
 資産  3,067,986  2,971,687  3,158,613  3,187,084 

 流動資産  1,636,346  1,339,496  1,704,843  1,781,545 

 固定資産  1,431,640  1,632,191  1,453,770 割賦債権管理事業の縮⼩  1,405,539 

 負債  1,627,114  1,417,515  1,414,587  1,417,474 

 流動負債  557,666  441,752  526,362  561,684 

 固定負債  1,069,448  975,763  888,225 割賦債権管理事業の縮⼩  855,790 

 正味財産/純資産  1,440,872  1,554,172  1,744,026  1,769,610 

 基本財産/資本⾦  15,000  15,000  15,000  15,000 
 剰余⾦等  1,425,872  1,539,172  1,729,026 当期利益分の増加  1,754,610 

 運⽤財産  -  -  -  - 
(a)  2,268,516  2,426,319  2,412,138  2,480,723 

うち県⽀出額  2,031,440  1,921,382  1,886,200  1,940,236 

(県⽀出額/事業収益) (89.5%) (79.2%) (78.2%) (78.2%)
(b)  35,571  68,215  150,641 割賦債権貸倒引当⾦戻⼊の増  11,139 

うち基本財産運⽤益  2  2  1  1 
(c)  -  -  -  - 

うち基本⾦取崩額  -  -  -  - 
(d=a+b+c)  2,304,087  2,494,534  2,562,779  2,491,862 

(e)  2,253,573  2,378,721  2,371,731  2,454,023 

うち人件費  311,466  329,287  349,735  336,701 

(人件費/事業費⽤) (13.8%) (13.8%) (14.7%) (13.7%)
(f)  3,154  1,113  1,124  693 
(g)  951  1,400  70  - 

(h=e+f+g)  2,257,678  2,381,234  2,372,925  2,454,716 

収⽀差 (d-h)  46,409  113,300  189,854  37,146 

区　　　　分 R1 決算 R2 決算 R3 決算 備考（特別な要因）

健
全
性
指
標

区　　　　分 R1 決算 R2 決算 R3 決算 R4 予算

支
出

資
産
の
状
況

収
支
の
状
況

収
入



２ 経営改善の取組の実施状況と評価

３ ⾚字の要因（前年度の単年度収⽀、経常損益が⾚字の団体のみ記載）

４ 経営の健全性の総括評価

※判定欄　…　○︓良好　　△︓改善を要する　　×︓抜本的な改革が必要
５ 団体改⾰の進捗状況（過去の⾏政経営推進委員会からの意⾒への対応状況）

※○︓対応済　　△︓対応中　　×︓未対応

　バブル崩壊による景気悪化に伴い、平成9年度決算が⾚字となったことから、平成12年3⽉に第⼀次
経営改善計画を策定し、以降、第三次経営改善計画の最終年となる平成29年度まで経営改善に取
り組んできた。
　この間、事業別収⽀管理を実施しながら、公営住宅等管理事業を主要事業として継続、住宅・宅地
の新規供給事業等は役割を終えた清算事業として縮⼩・廃止してきた。
　なお、平成29年度には新たに市町営住宅管理事業を受託することにより安定的な財源確保に取り組
んだ。
　また、平成30年度に令和9年度までの10年間を計画期間とする新たな経営計画を策定し、引き続き
健全経営の維持に取り組んでいる。
　その結果、平成15年度から令和3年度まで19期連続で経常⿊字を確保するなど、経営改善が着実
に進んでいると評価できる。

団体の自己評価 県所管課による評価
判定 評価 判定 評価
○ 　令和3年度の単年度収⽀及び経常損益

並びに剰余⾦が全てプラス（A評価）となっ
ており、経営は良好と評価できる。
　経常損益は平成15年度から令和3年度ま
で19期連続して⿊字を維持しており、剰余
⾦も必要⼗分な額を確保（令和3年度末
時点で17億円余）しており、当面経営状況
が悪化する恐れはない。
　また、借上賃貸住宅管理事業や割賦債権
管理事業など、過去に実施した住宅・宅地
新規供給に係る清算事業の縮⼩・終了によ
り、全体の事業規模は減少傾向にあるが、
安定した収益が⾒込まれる県営住宅や市町
営住宅等の公的住宅管理を主要事業にシ
フトしつつ継続実施しており、経営の安定化
が進んでいる。

○ 　平成29年度をもって構造的な⾚字事業で
あった借上賃貸管理事業が終了し、過去の
住宅・宅地新規供給事業による割賦債権の
管理も清算に向け順調に縮⼩している。
　公社事業が全般的にスリム化する中、主⼒
事業である県営住宅管理に加え、平成29
年度から開始した市町営住宅管理事業は
確実に利益が確保できており、安定的な経
営に寄与している。なお、平成30年度、令
和2年度及び令和3年度には受託市町を拡
⼤している。
　経常収⽀の⿊字の維持と⼗分な剰余⾦の
確保が図られており、健全な経営が保たれて
いる。

対応状況
団体記載 県所管課記載

-

⾏政経営推進委員会意⾒
（経営健全性に係るもの）



Ⅳ　改善に向けた今後の方針

１ 点検評価を踏まえた経営の方向性

２ 今年度の改善の取組

今後の展望、中期的な経営⽅針（団体記載） 団体の⽅針に対する意⾒等（県所管課記載）

団体の取組（団体記載） 団体の取組に対する意⾒等（県所管課記載）
・社内にプロジェクトチームを編成し、県営住宅等に
おける様々なデータの取得・分析・蓄積を⾏い、⼊
居率向上策等について検討する。当面の対策とし
て戦略的広報等を実施するとともに、施設の改善
や制度の改正、⽬的外使⽤による空き部屋の有
効活⽤等に関する改善策について県に提案する。
・県全体の公営住宅管理の効率化、最適化を進
めるため、令和5年度以降に新たに市営住宅管理
業務を受託できるよう、関係市との協議・調整を進
める。

　県営住宅の⼊居率向上については、新聞や不動
産情報誌への広告の掲載の他、人が集まりやすい
スーパーマーケット等の商業施設にポスターを掲示
するなど、引き続き効果的な広報に努める必要があ
る。
　市町営住宅の管理受託については、経営上の安
定的な財源として、今後も適正な範囲で拡⼤し、
スケールメリットを発揮して効率化を進めてほしい。
　職員については、引き続き、業務量に応じた適正
な人員管理に努める必要がある。

　⾼齢者等⼊居者の⽣活⽀援など質の⾼いサービ
スの提供により、安全・安⼼で快適な住環境の実
現を図るため、公社の事業を継続・発展させてい
く。
【経営方針】
１　快適な住環境の提供
○主要事業である県営住宅等の管理は、⼊居す
る⾼齢者、外国人、障害のある⽅に対する⽣活⽀
援事業を充実し、サービスの向上を図る。
○市町営住宅の管理も、県営住宅管理で得たノ
ウハウを活かし、⽣活⽀援事業を開始するなどサー
ビスの充実を図る。
○地域や利⽤者のニーズを把握し、県及び市町に
提案や情報提供を⾏うことにより、公営住宅等の
機能拡⼤と住環境の向上を図る。
○施設の維持・修繕を計画的かつ迅速に対応する
など、適確な施設管理を実施する。
２　健全経営の維持
○経常利益の⿊字を継続し経営の安定化を図
る。
○事業別収⽀管理を⾏い、事務経費の削減など
コストダウンに取り組み、利益率の向上や損失の縮
⼩を図る。
○市町営住宅管理の受託を拡⼤し、安定的な財
源の増額を図る。
○簡易⽔道等事業など「清算事業」のリスクに対
応するため、剰余⾦の増額を図る。
３　業務量に即した組織体制の確保
○公社の事業を継続して実施するため、業務の量
及び内容に即した職員を配置する組織体制を確
保する。
○⻑期の事業計画及び収⽀⾒込を踏まえ、正規
職員及び嘱託員の定員を管理する。

　H30〜R9年度を計画期間とする住宅供給公社
経営計画に基づき、経営の健全性を確保しつつ、
公営住宅⼊居者の安全・安⼼で快適な住環境の
実現を図るため、着実に事業を推進する必要があ
る。
　経営⽅針の「快適な住環境の提供」に関しては、
県営・市町営住宅の⼊居者に対する質の⾼い⽣
活⽀援の提供というソフト面と、適切な施設の維
持・修繕というハード面の両面から、バランス良く資
源を投⼊し、満⾜度の向上につなげていただきた
い。
　「健全経営の維持」に関しては、県営住宅及び
市町営住宅管理による安定財源の確保に努める
とともに、割賦債権管理事業に係る⼀層のコスト縮
減を図る等、今後も⼗分な健全性が保たれるよう
留意願いたい。
　また、「清算事業」のうち簡易⽔道等事業には、
施設の⽼朽化が進⾏する等の潜在的リスクを内包
していることから、市等への移管を⽬標に、当面、適
確な維持・修繕に努める必要がある。



Ⅴ　組織体制及び県の関与

１ 役職員数及び県⽀出額等

２ 点検評価（団体記載）

（単位︓人、千円）
区　分 R1 R2 R3 R4 備考（増減理由等）

常勤役員数  1  1  1  1 
うち県ＯＢ  1  1  1  1 
うち県派遣  -  -  -  - 

常勤職員数  45  48  50  49 
うち県ＯＢ  -  -  -  - 
うち県派遣  1  1  1  - Ｒ４から県職員派遣を中止

県⽀出額  2,031,440  1,921,382  1,886,200  1,940,236 

補助⾦  -  -  -  - 
委託⾦  2,031,440  1,921,382  1,886,200  1,940,236 ※税抜
その他  -  -  -  - 

県からの借⼊⾦  -  -  -  - 
県が債務保証等を
付した債務残⾼  -  -  -  - 

※役職員数は各年度４⽉１⽇時点、県⽀出額は決算額（当該年度は予算額）、借⼊⾦・債務残⾼は期末残⾼

項　⽬ 評価 評　価　理　由

※ 評価欄 … ○︓基準を満たしている　　△︓基準を満たしていないが合理的理由がある　　×︓基準を満たしていない

定員管理の⽅針等を策
定し、組織体制の効率
化に計画的に取組んで
いるか

○ 　平成12年度から平成29年度まで、正規職員の退職に対して職員の新
規採⽤による補充はしない⽅針を堅持し、嘱託員（再雇⽤含む）の活
⽤、組織体制の⾒直しや業務の効率化等により対応してきた。平成29年
度には建築基準法改正により義務付けられた点検業務を県から受託した
こと、新たに市営住宅管理を受託したことによる業務量増加を嘱託員3人
(1人は5⽉採⽤)の増員により対応、平成30年度には平成29年度末の
借上賃貸住宅管理事業終了による業務量減少を嘱託員2人減員により
対応した。
　正規職員の退職者不補充の⽅針については、平成30年4⽉に解除さ
れており、令和元年度以降は、平成30年6⽉に策定した「静岡県住宅供
給公社経営計画(H30〜R9)」に基づき、業務量の増減に応じ必要とな
る職員数を計画的に確保していくこととしている。
　なお、県と協議の上、令和2年度は富⼠市、島⽥市、焼津市の3市の
市営住宅管理代⾏の開始に伴う業務量の増加に対応するため職員3名
及び嘱託員1名(1名は6⽉採⽤)の計4名を増員、令和3年度には御殿
場市営住宅の管理代⾏開始に伴い嘱託員1名を増員した。

常勤の役員に占める県
職員を必要最⼩限にとど
めているか

○ 　平成23年度から2名(理事⻑、常務理事。県OB)であった常勤役員を
1名(常務理事。県OB)に減らした。また、平成26年度から常務理事の採
⽤⽅法を公募(結果県OBを採⽤)とする等、常勤役員に占める県職員の
最⼩限化に努めている。

常勤の職員に占める県
からの派遣職員を必要
最⼩限にとどめているか

○ 　令和４年度から県からの職員派遣を中止。（Ｒ３まで県職員１人派
遣）



３ 点検評価（県所管課記載）
項　⽬ 評価 評　価　理　由

※ 評価欄 … ○︓基準を満たしている　　△︓基準を満たしていないが合理的理由がある　　×︓基準を

 県からの派遣職員につ
いて、必要性、有効性が
認められるか

－ －

 県からの補助⾦等の⽀
出や借⼊⾦等について、
必要性、有効性が認め
られるか

○ 　県営住宅の管理・修繕・滞納整理を委託しているが、業務は県の役割
を代替・補完する性格のものである。
　県の権限の⼀部(⼊居者決定等）を代⾏できる「管理代⾏制度」を活
⽤可能な団体として、これまでのノウハウを活かして適正な管理を⾏ってお
り、県委託⾦の有効性が認められる。



Ⅵ　更なる効果的事業の実施に向けた取組

１ 外部意⾒把握の⼿法及び意⾒
区　分 実施 結果公表 実施内容 主な意⾒・評価

外部評価委員
会

○ - 　ふじのくにづくり⽀援センターの諮
問機関である評議員会において、
住宅公社事業についても外部有
識者の意⾒を伺っている。

（令和3年度評議員会）
・熱海の土⽯流被害者に対する住
宅の提供（⽬的外⼊居）は⼤きな
効果があった。コロナにおける解雇離
職者への提供もあるが、住宅に困窮
している留学⽣に対する⽀援に拡が
るとよい。
・業務の効率化において、ＩＣＴや
デジタル化を進めることが必要であ
る。
・⾼齢化世帯や障害者世帯が増加
している中、現場を知る⽴場として課
題を整理し、公社もしくはセンターが
できることを検討することが必要であ
る。
・コロナ禍における自治会のコミュニ
ティ活動について、⽀援を⾏うことが
必要ではないか。
・市町営住宅の管理受託は、市町
にとってもメリットがある⽅針であること
から受託の拡⼤を進めていただきた
い。
・⾼齢⼊居者の交通利便性を向上
させるために⺠間のストック・資源・
サービス等の⽣活⽀援の中継ぎをし
ていくような取組を展開できればよ
い。
・市町営住宅のデータ整理（⾼齢
化率等）を⾏い、市町の特性や県
営住宅との⽐較を検討するとよい。

利⽤者ｱﾝｹｰﾄ ○ - 市営住宅⼊居者へのアンケート
（富⼠市営住宅）

（主なアンケート結果）
・公社が管理していることは知ってい
る（回答者の約８割）
・対応の親切さ・丁寧さ「良い」「まあ
まあ良い」（回答者の９割以上）
・説明のわかりやすさ・正確さ「良い」
「まあまあ良い」（回答者の９割以
上）
・修繕対応の迅速さ「良い」「まあま
あ良い」（回答者の8割以上）
・管理全般への満⾜度「良い」「まあ
まあ良い」（回答者の７割以上）

※アンケートの結果は、各市担当部
署へ報告し、今後の対応を検討する
資料としているため公表していない。



２ 事業やサービスの⾒直し例

 ○︓実施している／公表している　　―︓実施していない／公表していない

利⽤者等
意⾒交換会

○ - 団地代表者からの要望事項ヒアリ
ングの実施　等

※内容に個人情報等が含まれること
があるため公表していない。

その他
(　　　　　　　)

- -

　令和２年度及び令和３年度は、新型コロナウイルス感染症の流⾏により、集会所を利⽤する⾼齢者
ふれあい講座や外国人防災講座等の⾼齢者や外国人の⼊居者を⽀援する事業の実施が困難となっ
た。このため新たな取組として、80歳以上の単⾝⼊所者を対象とした電話による声かけ運動の「お元気
ですかコール」、非接触型温度計の団地自治会への贈呈、⼊居者への各種啓発文書の配布、スマート
フォンを活⽤とした遠隔での外国人向け⼊居説明会の実施などの⼊居者⽀援事業を実施した。
　今後は⼊居者の意向を踏まえながら、集会所を活⽤としたふれあい講座の再開及びウイズコロナ時代
における⾼齢者・外国人⽀援策を検討する。


